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面会制限の倫理
―パンデミック下で「人と会うこと」の意味を問い直す―

田　代　志　門

1.  面会制限の何が問題なのか
1.1　面会制限問題との出会い

私がこの問題と出会ったきっかけは知り合いの緩和ケア医からの相談であ
る。2020 年 9 月、この問題に対して早くから発言を続けていた緩和ケア医の
新城拓也氏より、面会制限に関する原稿を執筆しており、その際に参考とする
ため倫理面での知見を提供してほしい、との依頼があった 1。当時はまだ参考
になる論文等も見当たらず、まずは公衆衛生倫理における行動制限に関する議
論を整理したメモを渡した。これがきっかけとなり、その後も他の医療者とこ
の話題について意見交換をするようになり、徐々に現状を認識するようになっ
た。

さらに 2021 年になると、メディアからこの問題に対して助言を求められた
り取材を受けたりするようになった。その一つは読売新聞社の鈴木敦秋氏が手
掛けた面会制限に関する一連の記事への助言と取材への対応である 2。2023 年
1 月時点で既に40 本を超える記事が掲載されており、読者は様々な立場からみ
たこの問題の広がりを知ることができる。もう一つは福井テレビの高橋祐太氏
が手掛けた面会制限に関するドキュメンタリー番組への助言と出演である 3。
番組の中心は緩和ケア病棟に入院するある患者の面会事例だが、それと同時に

1  後に新城（2021）として公刊された。
2  具体的には 2021 年 6 月に掲載された「コロナ禍と『面会制限』」から始まり、「面
会制限」「面会制限Ⅱ」「面会制限Ⅲ」「面会制限の教訓」「コロナ禍の傷痕」「続・
コロナ禍の傷痕」と題して継続した一連の記事がそれである。

3  この番組は 2022 年 3 月 5 日に「コロナ禍の面会―がん患者の最期を追って」
と題してまずは放送され、その後の追加取材結果を加えた拡大版「さよならの制
限―末期がん患者 コロナ禍の面会」が同年の 5 月 28 日に放送された。
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面会制限に関する全国調査 4 の結果も紹介されており、この問題の全国的な広
がりを知ることができる。

以上を経て見えてきたことは 2 つある。一つは病院間格差の問題である。す
なわち、感染状況に応じて面会方針を定期的に見直し、最大限面会を可能にし
ようと努力を重ねている病院がある一方で、面会方針を全く見直さない病院が
ある、というのがそれである。福井テレビの全国調査からも、回答病院の 4 割
弱（18 病院）が当初設定した面会禁止方針を一度も見直していないことが明
らかになっている。しかもこれは地域間での違いではなく、あくまでも病院間
の違いであることに注意が必要である。要は同じ感染状況の地域でも見直す病
院と見直さない病院に二極化しており、一部の病院では感染状況や社会状況の
変化に応じて面会方針を見直す試みが全くなされていないのである。

もう一つの問題は、面会制限方針を適宜見直し、柔軟な運用を試みている病
院の方針も決して満足できる水準にはない、ということである。例えば福井テ
レビの番組で取り上げられた緩和ケア病棟の事例を見ておきたい。この病院で
は地域の感染状況に応じて面会方針を修正しており、その意味では良心的な病
院である。しかしその一方で、その内実を見てみると、緩和ケア病棟であって
も、「1 日 1 回 15 分、同居家族又は血縁関係のある親族 2 人のみ」という方針
が採用されている。これは典型的な方針ではあるが、その合理性は疑わしい。

そもそも 15 分という設定が理解に苦しむ。濃厚接触者に該当することを避
けたいという意図があるのかもしれないが、陽性患者との面会ではなく、十分
な感染対策をしているという前提がある。またそれ以前に、残された時間が限
られている患者との面会であれば、短くとも 30 分、通常 1 時間程度を面会者
は期待するだろう。さらに理解に苦しむのが「同居家族または血縁関係」とい
う制限である。すでに数週間入院している場合に「同居」に意味はなく、血縁
関係に至っては感染対策と無関係である。つまりこうした制限は科学的にも正
当化が困難なのである。

実際、番組では緩和ケア病棟に入院している妻の夫が、これまで一緒に飲食
店を切り盛りしてきた義理の娘に会わせてほしい、と涙ながらに主治医に訴え
るシーンが描かれている（「家族と一緒やで」）。妻と義理の娘は同居しておら

4  福井テレビが 2022 年 3 月から 4 月にかけて実施したアンケート調査であり、全
国の総病床数の上位 100 病院対象としたものである。回収率は 47％であった。
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ず、血縁関係もないため、面会できないという事態が続いていたからである。
結果としてこの面会は「例外」として許可されるのだが、そもそもそれ以前に
このルール自体におかしさを感じた視聴者もいたのではないだろうか。なお、
この番組が撮影されていた時点で、福井県内の新規感染者は 30 日間ゼロの状
態であった。

1.2　本稿の課題

以上みてきたように、日本の病院における面会方針には大きな問題があり、
それは人びとの人生に取り返しのつかない損害を与え、医療者を含め関係者
の心にも大きな傷を残している。しかしその一方で、この問題は新型コロナウ
イルス感染症（以下、COVID-19）が引き起こした社会問題としては国内では
大きく取り上げられていない。医学分野ではワクチンや治療薬の開発、感染対
策のあり方についての議論が、社会科学分野では経済活動との両立が中心的に
議論され、そのなかで面会機会の確保は主題にはなっていない 5。言い換えれ
ば、「面会」という行為が人の人生を左右する社会活動として位置づけられて
いないのである。実際、私自身が専門とする生命倫理学の領域でも、ワクチン
や人工呼吸器の配分や隔離や行動制限の正当化については盛ん議論される一方
で、面会制限の話題はほとんど取り上げられていない 6。

こうした状況のもと、本稿では面会に関する国の方針の変遷を整理した上
で、関連する英語圏の文献を参照しつつ、2 つの視点から現状を批判的に捉え
直したい。1 つ目は患者の権利制限という側面であり、2 つ目は医療・ケアの
本質に関わる問題としての側面である。結論を先に言えば、前者に関しては国
内の現状は制限の程度が大きすぎ、ほとんど正当化できないと考えられる。ま
た、後者については面会が医療・ケアの一部として必要不可欠な領域に対して
は例外を明示的に定めることが必要であり、主治医や管理者による恣意的な運
用に委ねることの不適切さを示す。それでは早速議論に入っていこう。

5  医学系の雑誌としては『看護管理』が 2021 年 2 月に面会制限に関する特集を組
んでおり参考になる。また、日本ホスピス緩和ケア協会や日本クリティカルケア
看護学会からも面会に関する提案や指針が出されている。

6  貴重な例外としては田中（2022）がある。
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2.  面会に関する国の方針の変遷
周知のように日本における感染対策は、新型コロナウイルス感染症対策本部

が決定する「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 7（以下、基本
的対処方針）」によって定められている。そこで、本節ではこの基本的対処方
針における面会に関する記載の変遷を整理しておきたい。

2.1　出発点としての全面禁止

基本的対処方針の最初の版が定められたのは 2020 年 3 月 28 日であるが、面
会に関する記述は 4 月 7 日改正に初めて登場する。具体的には「医療機関及び
高齢者施設等に対して、面会者からの感染を防ぐため、面会は緊急の場合を除
き一時中止すべきこと

4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（傍点は引用者）というのがそれである。つまり事実
上の面会禁止方針の推奨である。当時 COVID-19 は未知の感染症であり、予防
法も治療法も存在しない状況下であったことを踏まえれば、この時点での判断
としては理解できる方針ではあろう。

むしろ、問題はこの方針がその後 1 年間全く修正されなかったことにある。
というのも、方針変更のために必要な基本的対処方針等諮問委員会（以下、諮
問委員会）が全国で感染拡大が起きない限り開催されない、という構造的な問
題を抱えていたからである。この間の経緯について、諮問委員会委員でもある
社会学者の武藤香織は以下のように当時の状況を回顧している。

……各地の医療機関や高齢者施設等でお見舞いや付き添いが一律となった
ままである根拠は、基本的対処方針にあります。いわゆる第1波の後、厚生
労働省に緩和や再開を促す通知を出さないのかと聞きましたが、基本的対
処方針が改訂されなければ無理だといわれました。しかし、流行が拡大し
ない限り基本的対処方針諮問委員会は開催されず、方針改定の機会を失っ
たままになった状況は明らかにおかしいと感じていました。（武藤2022: 15）

すなわち、最初の 1 年間に起きていたのは、様々な状況が変化してもパン

7  基本的対処方針については新型コロナウイルス感染症対策本部のホームページよ
り閲覧可能である（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_
honbu.html）。
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デミック初期に定めた面会禁止方針が一切変化しない、という事態だった。実
際、この記載がようやく修正されたの 2 回目の緊急事態宣言の解除を決めた
2021 年 3 月 18 日の基本的対処方針変更においてである。具体的には以下の文
言がそれである。

医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐため、面会
は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のQOLを考慮しつつ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討すること。（傍点は引用者）

この変更により、面会の意義について一定の配慮を促す記載が追加されたも
のの、残念ながら面会制限を原則とする方針は修正されなかった。その結果、
原則制限という方針はこの後さらに半年以上継続することとなったのである。

2.2　面会機会の確保に向けた動き

以上の制限的な方針が大きく変わることになったのが、2021 年 11 月 19 日
の基本的対処方針変更である。この時期はワクチン接種等の影響もあり、国内
の感染者が大幅に減少し、様々な社会経済活動が再開された時期である。ここ
において、ようやく基本的対処方針にも面会の機会確保に向けた記載が盛り込
まれることになる。具体的には以下の記載がそれである。

医療機関及び高齢者施設等における面会については、面会者からの感染を
防ぐことと、患者や利用者、家族の QOL を考慮することとし、具体的に
は、地域における発生状況等も踏まえるとともに、患者や利用者、面会者
等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

対応を検討すること
4 4 4 4 4 4 4 4 4

。（傍点は引用者）

後半の記載からわかるように、この変更では地域の発生状況やワクチン接種
歴等に応じた柔軟な対応を求めるとともに、「対面での面会」が明示されるよ
うになった。また、これと同時に研究班が作成した面会事例集を参照した文書
が厚生労働省から関係各所に通知され 8、面会機会の確保に向けて舵が切られ
た。実際、一部の病院が全面的な禁止方針から転じて、幾つかの条件を設けた
面会機会の確保という方針の策定に乗り出すことになったのは概ねこの時期で

255
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ある。その意味で、2021 年 11 月は一つの画期をなしている。
しかしながら、この方針とは逆行するような記載が翌年の 2 月には追加さ

れることになる。背景にあるのは 2022 年に入って広がったオミクロン株の流
行である。これにより、2022 年 2 月 10 日の基本的対処方針変更では「オミク
ロン株の特徴を踏まえた感染防止策」が定められ、その一環として「高齢者
施設」の項目において「面会者からの感染を防ぐため、 感染が拡大した地域で
は、オンラインによる面会の実施も含めて対応を検討する」旨が追記された。
これは対面ではなくオンライン面会を例示するものであり、やや後退した内容
になっている。

なお、その後この箇所についての修正は行われていないが、2022 年 11 月 25
日の変更において、面会機会の確保を促す方向での修正が 2 点行われている。
1 点目は、従来「患者や利用者、家族の QOL を考慮することとし」とされて
いた文言が「面会は患者や利用者、家族にとって重要なものであり

4 4 4 4 4 4 4 4

」という文
言に修正されている点である（傍点は引用者）。2 点目は障害児に関する追記
であり、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院について、
当該障害児者の支援者は、障害児者が医療従事者と意思疎通する上で極めて重
要な役割を担っているため、当該障害児者が COVID-19 に罹患している場合も
含めて、院内感染対策に配慮しつつ、可能な限り支援者の付添いを受け入れる
ことについて、対応を検討すること」という踏み込んだ指摘がされている 9。
いずれもともに面会の重要性を正面から指摘した記載である。

以上みてきたように様々な問題はあるものの、国の方針は時期に応じて変化
を続けており、現在では面会の機会確保に向けた方針が一定程度示されてい
る。にもかかわらず冒頭で見たように、一定数の病院や施設ではこうした方針
改定に応じた変化はみられず、緩和された制限も不十分な水準に留まってい
る。もちろんそれは面会対応に割く労力が確保できない、ということかもしれ
ないが、そもそもその判断にはこの問題を「後回しにしてよい」という感覚が
伴なっていると思われる。つまりは面会の重要性とそれを制限することの問題

8  「医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について」（令和 3 年 11
月 24 日付け事務連絡）（https://www.mhlw.go.jp/content/000858255.pdf）

9  障害者施設における面会制限や障害者の入院に際しての付き添いの問題について
親の立場から検討したものとしては児玉編（2022）がある。
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性が十分には認識されていないのではないか。そこで次節から 2 つの視点に分
けて、なぜ厳しい面会制限を継続することが倫理的に問題なのかを指摘した上
で、現在の日本の状況を批判的に振り返りたい

3  権利制限の問題として
3.1.　公衆衛生倫理の視点から

まずは面会機会を制限することは本人の権利侵害である、という視点につい
て確認していきたい。これを最もストレートに表現した文書としては、日本弁
護士連合会が 2021 年 4 月 16 日に公表した意見書での以下の記載がある。

　人と面会して、コミュニケーションを取る権利は、人格的価値、関係
性構築にかかる価値につながるものであり、社会福祉施設や医療施設に
入所・入院している高齢者・障がい者にとって、面会をすることは人格的
生存に不可欠であるため、憲法第 13 条の規定する幸福追求権として保障
されるべき人権である。また、国際人権自由権規約は、何人も、その私生
活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され
ず、かかる干渉に対する法律の保護を受ける権利を有するとしている（同
規約 17 条第 1 項）（日本弁護士連合会 2021: 3）

ここでは憲法と国際人権自由権規約を根拠としつつ面会の機会を「人格的生
存に不可欠」としており、極めて重要な指摘である。しかしその一方で意見書
の記載からは、現実に面会機会が制限されうる場合がどのようなものかは明ら
かではない。つまり、面会には重要な価値があると考えた場合にも、状況に応
じて制限を弱めたり強めたりすることが想定されるのだとすれば、その原理は
何か、という視点である。言い換えれば、パンデミック下でどのような場合に
面会制限を行うことが正当化できるのか、という理論的な検討がそれである。
本節では、その枠組みを公衆衛生倫理におけるクオランティン（quarantine）
の正当化理論に求めることにしたい。

公衆衛生倫理の基本的な問題は、感染症予防や健康増進活動に伴って個人の
自由を制限することはどこまで可能か、という問いである。この問いは、今回
のパンデミックにおいても、検疫や隔離の正当化問題として、大型クルーズ船
の停留や一般市民の外出自粛要請の正当化はいかにして可能か、という形で議
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論されてきた（児玉 2022）。これを面会制限の問題に応用した場合、病院の感
染対策によって患者の「人と会い、コミュニケーションを取る権利」を制限で
きるのはどのような場合か、という問題として考察できるだろう。
「クオランティン」とは、感染者の「隔離（isolation）」ではなく、感染の疑

いのある人の移動の制限を意味しており、検疫法では「停留」という用語で表
現される。濃厚接触者の自宅待機もその一つである。これを面会の問題に置き
換えると、入院患者や施設利用者はそもそも自由な移動が困難な立場にあり、
面会や外泊を禁止・制限されることで、事実上「停留」状態に置かれていると
言える。それゆえ、本稿では以下クオランティン正当化の議論との類推で面会
制限の問題を検討することにしたい。では、どのような手続きを踏めばクオラ
ンティンは正当化されるのだろうか。この問いを詳細に検討したのが米国の医
師・生命倫理学者であり、感染症・公衆衛生を専門とする Matthew Wynia で
ある（Wynia 2007）。

彼によれば、クオランティンの正当化の際に考慮すべき事項は 3 点あるとい
う。まず 1 点目は他者危害原則である。すなわち、行動制限により危害を被る
人の数をどの程度減らせるのか、ということが問われる。次に、最も制限的で
はない手段を用いているか、ということが重要である。例えば、強制的な制限
よりは自発的な制限を優先する、必要がないのであれば一か所に留め置かない
等の方針の採用がこれに該当する。最後が、手続き的正義の確保である。ここ
には自由を制限する方針を定める際の意思決定の透明性や説明責任、異議申し
立てへの対応が含まれる。そこで以下ではこの 3 点に沿って現在の国内での面
会制限方針が正当化可能かを検討していきたい。

3.2　面会制限方針は正当化できるか

まず他者危害原則から見ていこう。これは要するに、面会機会の確保が職員
や入院患者にとって「危害」と言えるほどの問題を引き起こすのか、という問
題である。これについては面会者が職員や入院患者の感染リスクを高める可能
性は否定できないとしても、そこまで大きなリスクと言えるか、ということが
問われる。言い換えれば、そもそも日々職員や患者が外部から来る状況で、特
段面会者のみを制限することに合理性はあるのか、という問いである。この点
について、先に引用した日本弁護士会の意見書は一定の感染防止策を取った上
での面会を制限することに合理的な根拠は存在しない、と指摘している。
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様々な調査・研究の結果、感染のメカニズムが徐々に明らかになっている
状況に鑑み、「感染のおそれ」という抽象的な理由だけで面会禁止を許容
することはできない。感染防止対策を講じても、なお感染リスクを避ける
ことは優先せざるを得ない場合や何らかの事情により有効な感染防止対策
を講じることができない場合などに限り、許容されるべきと考えるべきで
ある。（日本弁護士連合会 2021: 5）

ここで指摘されているように、他者危害による制限の妥当性を判断する上
で、パンデミック初期からの状況の変化について考慮することは重要である。
実際、この点について、医事法学者・生命倫理学者である Maayan Sudai も以
下のように指摘する。

……パンデミック初期においては、院内感染に関する定性的なデータがな
かったため、過度に制限的な面会方針が採用された可能性が高い。しか
し、数カ月もしないうちに、個人用防護具（personal protective equipment, 
PPE）を使用し、米国疾病対策予防センター（Centers for Disease Control 
and Prevention,CDC）のガイダンスに従うことによって、面会による疫学
的リスクを軽減できることが明らかになった。したがって、PPE の不足
は安全に面会を行う際の重大な障害だったが、ニーズのバランスをとり、
PPE 使用の優先順位をつけることで面会は管理できた可能性がある。以上
のことから、疫学的な説明は厳格な面会禁止方針の継続を十分には正当化
できない。（Sudai 2021: 626）

Sudai の指摘にもあるように、感染メカニズムに関する科学的知見の蓄積に
加えて、当初問題になっていたマスクの不足等の事態は既に解決されている。
以上を踏まえると、当該地域の大幅な感染拡大や感染対策に関する資源の欠乏
等の特段の事情がなければ、他者危害を根拠に面会制限を行うことは難しい。

続いて、最も制限的ではない手段による制限か否か、という論点に移りた
い。これについては、十分な感染対策の上で面会が実施可能であれば、全面的
な面会禁止の正当化は困難であり、少なくとも地域の感染状況やワクチン接種
状況等により見直しすることは必要だ、ということがまずは指摘できるだろ
う。そのうえで、なおも制限する場合には代替的手段による不利益の最小化は
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必須であり、それは例えばオンライン面会やアクリル板越しの面会などの手段
の提供となる。実際、日本においても代替案としてのオンライン面会等の導入
はそれなりに試みられており、一定の成果を上げてきた。とはいえ、本来これ
は対面での面会が実施不可能という判断とセットで導入されるべきであり、先
述したように現状で他者危害原則からそれが正当化できるかは疑わしい。ま
た、次節で述べるように、そもそも状況によってはオンライン面会が代替案に
なりえないことも考慮する必要がある。

最後に、手続き的正義の問題に移りたい。これについては、まずは病院には
面会方針の説明責任があるという前提から議論を進めたい。要は、患者・家族
に対して面会制限の方針がどのように定められ、それにどんな根拠があるのか
を説明できることが求められる。しかし現時点では面会方針が公表されている
場合にもその決定手続きや判断の根拠についての説明は不十分であり、またそ
れ以前に患者・家族への説明も十分ではない場合がある 10。

加えて、手続き的正義の観点を突き詰めるのであれば、まずは方針策定に
際して、被影響者である患者・家族の意見を踏まえることが求められる 11。実
際、先に引用した Sudai もこの点を指摘しており、面会方針を純粋に感染防止
策のような医学的な問題として扱うことを止め、より民主的な方針決定の場で
行うことが必要だと指摘している（Sudai 2021: 630）。というのも、この問題
は究極的には誰の面会機会を優先すべきか、という資源配分の正義に関わる問
題だからであるという。その意味で、面会方針の策定や改訂は単なる感染対策
として扱うべきではなく、倫理面での検討を加えることは不可欠であり、そこ

10  読売新聞の面会制限に関する記事では、そもそも患者が面会禁止になったことを
知らされておらず家族から見放されたという不安に陥った事例が紹介されている
（2021.8.2. 東京朝刊）。

11  これは逆に言えば、病院だけで意思決定を行い、全ての責任を取ろうとするので
はなく、患者家族側と協議することで、リスクのある決定を両者で分かち合うこ
とにもつながる。実際、福井テレビの番組において県の医師会長は感染が収まっ
ても面会制限が緩和できない理由の一つは「世間の目」だ、と回答しており、病
院で制限を緩和して感染者が出た場合に社会から非難される可能性をその理由と
して挙げている。確かに過去の報道においては、感染者を出した病院を非難する
ような論調があったことは事実である。しかしその一方で、そこにはリスクのあ
る決定を社会と分有するという視点がそもそも欠落しているのではないか。
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に患者・家族の意見が反映される必要がある 12。

3.3　権利制限から医療・ケアの質へ

以上の検討から明らかなように、パンデミック初期以降の様々な変化を考慮
した場合、全面禁止を現在まで継続している病院方針は妥当な権利制限として
は正当化しえない。先述したように自分で移動できない人にとっては、会いに
来る人がいなければ「閉じ込められている」に等しいのであり、ここには重大
な権利侵害があることをまず認識すべきである。

その際、特に本節では、他者危害原則に照らしてどうか、最も制限的ではな
い手段によっているかどうか、手続き的正義は担保しているかどうか、という
3 点から検討してきた。この点で言えば、感染メカニズムが一定程度分かって
きた後でさえ、日本で主に議論されたのは代替案としてのオンライン面会等の
機会確保に留まり、面会によるリスク評価の妥当性や手続き的正義の側面はほ
とんど意識されていない。この点で、ひとまずは権利制限の正当性という観点
からは現状は様々に再検討される必要があるだろう。

ただしその一方で、面会の問題は単なる権利の問題にとどまらないことに注
意が必要である。実際、日本でも多くの医療者が面会を医療やケアの質の観点
から議論している。例えば、読売新聞の面会制限に関する記事でも、家族を交
えた話し合いでオンライン面会を導入しても意思決定の質が十分には担保され
ないこと、家族との信頼関係の構築が困難になっていることなどが指摘されて
いる（『読売新聞』2022.3.15 東京朝刊）。そこで次節では、医療・ケアの一部
としての面会という視点からこの問題を検討していきたい。

4.  医療・ケアの一部としての面会
4.1　医療における「面会」の価値

冒頭で指摘したように、一部の病院や施設では国の方針変更や感染状況とは
無関係に一律面会禁止を継続しており、一種の思考停止状態に陥っている。

12  例えば、臨床倫理委員会で審議する等がそれにあたる。ただし日本の臨床倫理委
員会においては、一般市民の参画が極めて低調であり、そういった委員会で審議
したとしても、患者の視点を踏まえた決定にはならない点には注意が必要であ
る。現状については一家（2022）を参照のこと。
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その背景にはそもそも面会の重要性が認識されていない、という点があると思
われる。というのも、もし面会が質の高い医療・ケアを提供する際に不可欠の
要素であると認識されているのであれば、少々のコストを払ってもその機会の
確保に向かうと考えられるからだ。言い換えれば、面会禁止を続けている病院
は、そもそも医療・ケアの「オプション」として面会を考えているのではない
か。というのも、もし面会が単なるオプションなのであれば、それを病院が一
方的に禁止したり制限したりしても問題ないことになるからだ。

しかしその一方で、今回のパンデミック以前の議論を振り返ると、医療のな
かでも「面会」に高い価値を置き、その確保のために真摯な議論を積み重ねて
きた領域がある。例えば、集中治療や終末期医療、小児医療といった領域がそ
れである。こうした領域においては、医療・ケアの不可欠の一部として面会が
位置づけられており、今回のパンデミックにおいても、いち早く面会制限の問
題についての問題提起がなされてきた。

そこで示されてきたのは、どのような感染状況であろうが、医療やケアの提
供において面会者を病院や施設から追い出してしまえば、それはもはや医療や
ケアと呼べるものにならない、という認識である。諸外国においてパンデミッ
ク下での「例外」の明示が重視されてきたのはこのためである。そこで本節で
は特に小児集中治療と終末期ケアの領域を取り上げて、議論の概要を確認して
おきたい。

4.2　小児集中治療

まずは集中治療の領域一般での過去の議論を確認しておきたい。日本でも
2000 年代以降、集中治療室（intensive care unit, ICU）の患者への面会制限
緩和に関する議論が蓄積され、徐々に感染管理の実態が変化してきた（齋藤
2018）。実際、2000 年代初期までは面会者も室内履、帽子、マスク、手袋、ガ
ウンなどを着用し入室することが当然だと考えられていたが、現在では状況は
一変している。というのもその後の研究から、面会者の手袋やガウンの装着等
に関しての有効性が示されず、また面会制限を解除しても、室内壁の細菌数は
増えても患者への感染伝播に変化がないことなどが明らかになったからであ
る。

こうした議論の過程で特に重要なのが、そもそも面会を「ケア」として考え
る必要がある、という認識が示された点である。例えば、明神は、集中治療後
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症候群（post intensive care syndrome, PICS）との関係で面会を「入院患者が
家族や知り合いに会うことではなく、患者や家族のケアとして対応を考えてい
かなければならない」と指摘する（明神 2018: 54）。すなわち、ここにあるの
は患者が長期の隔離状態に置かれて、家族と会えないことは ICU 退室後の患
者の健康状態に直接影響するという視点である。それゆえ、この場面での面会
はいわゆる「お見舞い」とは明確に区別されることになる。こうした認識の変
化もあり、国内でも ICU における面会制限は次第に緩和されてきた 13。

なかでも、面会制限の撤廃が強く主張されてきたのは小児の集中治療であ
る。実際、小児の集中治療においては、親は単なる面会者（visitor）ではなく
医療チームの一員である、と主張されてきた（Meert et al 2013）。すなわち、
これを文字通りに受け取るのであれば、COVID-19 の流行拡大に伴い、親の面
会を拒絶することは、医療者が出勤できないことと等価となる。実際、今回の
パンデミック時においても、いち早く面会制限の問題を指摘したのは小児の集
中治療の領域であった。この点で、「もし親が新生児ケアチームの重要な一員
だと考えるのであれば、親が新生児のもとを訪問する権利は極限的な状況にお
いてのみ制限されるべき」（Murray & Swanson 2020: 1576）という指摘は重い。

この延長線上に、米国でパンデミック初期に多く採用されていた小児の集中
治療室で面会者を 1 名に制限する、という方針が批判されることになる。例え
ば、Andrist らはこの方針は「われわれが特に深刻な病や死に直面した患者を
ケアする際に人間的で家族中心のケアを提供することを阻害している」と指摘
する（Andrist et al 2020）。特に批判が集中したのは看取りの場面である。彼
女らはこの場面では、いかなる制限も撤廃すべきと主張している。当時すでに
多くの米国の病院が看取りの場面では明示的な例外ルールを設けており、例え
ば 24 時間以内に死亡が予想される場合には面会制限をしない等の方針がホー
ムページ等で公表されていた。しかしそれでは不十分だ、というのである。

13  しかしその一方で、その不十分さも指摘されており、こうした「遅れ」は今回の
COVID-19 流行に伴う面会制限にも影響を与えているように思われる。特に当時
から国内での面会時間の短さが指摘されている点は重要である（2014 年調査で
も、30 分以下の施設が 70％近くを占める）。こうした点は、面会制限を緩和する
なかで「15 分」という非常識な面会時間の設定がデフォルトになってしまった状
況と重なる部分がある。
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4.3　終末期ケア

次に終末期ケアの領域に目を向けたい。先に小児集中治療においても看取り
は特別な扱いがされていることを述べたが、その指摘はこの領域での議論と深
く関わっている。例えば、緩和ケアの専門家である Ann-Yi らは進行がん患者
にとって「家族と共にいること（family presence）」は最重要事項の一つであ
り、面会制限は遺族の悲嘆の複雑化・長期化や医療スタッフの燃え尽きや苦悩
を高める可能性がある、と指摘する（Ann-Yi et al 2021）。米国の多くの病院は
終末期の例外（compassionate exception）を認めているが、現実の運用は困難
である。それは正確な死期の予測が難しいからであり、24 時間以内といった
厳格な基準は非現実的だ、と彼女らはいう。むしろ、死期の近い患者は広く例
外とすべきである、というのがその結論である。

なお、終末期患者の面会に際しては、特に成人の場合にはオンライン面会の
可能性がしばしば議論されてきた。しかし、緩和ケアの現場からはオンライン
面会の限界が様々に指摘されている。一つには緩和ケアに限ったことではない
が、オンライン・ツールの利用可能性は年齢やインターネット環境に大きく依
存する、という問題がある（Hart et al 2020）。そのため、そもそもオンライン
面会が代替案となる人は限られる、という問題がまずある。

加えてより本質的な指摘としては、看取りに際して家族や友人が「その場に
いること」や「患者本人にふれること」に特別な意味がある、というものがあ
る。例えば、新城は「家族は、死に逝く方を映像として見ることができ、声を
かけることができるかもしれません。しかし、実際に顔に触り、手を握り、体
をさすり声をかけることに比べれば、比べるに値しないのは当たり前です」と
指摘する（新城 2020）。この背景にあるのは、私たちが近しい人の死を受け入
れていく過程において、触角を通じてその身体的な変化を理解することの重要
性である 14。もし看取る側が体に繰り返し触れることで本人が死に向かう変化
を実感していく、というプロセスに意味を見いだすのであれば、それはオンラ
インで代替することはできない。

また、オンライン面会が親しい人との別れの場面に第三者である医療者が介

14  美学者の伊藤亜紗は、高齢者施設での村瀬孝生の実践に触れながら「さわりつづ
けることで、自然としての体の摂理が迎える終わりを知る」ことの重要性を指摘
している（伊藤 2020: 139）。
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入することを容易にしてしまう、という点にも注意したい。この点について
も、新城は以下のように指摘する。

……死に逝く患者と家族の心の交流は、とても私的なもので、医療者で
あっても立ち入ってはならない時間と空間だと思うのです。タブレット端
末を自らの手でつかみ、そして家族と語り合うほどの力もない患者は、医
療者の助けを必要とします。立ち入ってはならない時間と空間に、医療者
が必要とはいえ暴力的に入り込んでしまうのです。（新城 2020）

以上のように、看取りの場面での面会には、単なる情報伝達とは違う意味合
いがあり、それはプライバシーの保たれた空間で親しい人びとが体にふれなが
ら十分な時を過ごすことでしか達成できない。これを前提とした場合、そもそ
も「1 回 15 分、家族 2 人まで」というような一般病棟のルールを終末期ケア
の領域に外挿した面会ルールは妥当なのであろうか。むしろそこでは小児病棟
における親の「付き添い」と同様の発想が求められるのではないか 15。

4.4　例外を明示しないことの問題性

以上の検討からは、諸外国のように小児集中治療や終末期ケアの領域を明確
な例外として定め、面会制限方針を緩和することは常識的な判断のように思わ
れる。しかし現実にはそうなっていない。起きていることは、病院全体の方針
としては「全面禁止」といった強い方針を公表しつつ、看取りの場面などでは
個別に融通を効かせる、といった対応である。

実際、医師によってはインフォームド・コンセントの時間が必要だという名
目で何度も家族を病院に呼び、それによって実際には「面会」の機会を確保し
ているという。この背景にあるのは、結局のところ患者の状態や病棟によって
扱いを変える方針を明示すると、患者・家族から「不公平」と責められそうで
怖い、という感覚である。事実、福井テレビの番組でも病院スタッフが他の病
院との横並びを気にする場面が放送されていた。言い換えればこの問題に関し
て病院関係者は、形式的な「平等」に取りつかれているのである。それゆえ、表

15  医療社会学者の Allan Kellehear は看取りの場面での付き添いの特別な意味を「見
守り（vigil）」という表現で整理している（Kellehear 2020）。
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面的には全員に対して一律禁止を謳い、裏では事情に応じて病院側からの「特別
な配慮」として例外的に面会を許可する、という二重基準が存在している。

しかしながら、こうした方針のもとでは患者・家族は面会の機会確保を主張
しにくく、結局のところ主治医や管理者の恣意的な判断に全てを委ねることに
なる。例えば読売新聞の記事でも、看取りの際に面会を求める家族の意向を伝
えた担当看護師が上司に叱責され面会がかなわなかったが、その後たまたま通
りかかった主治医が面会を認めて実現する、というエピソードが紹介されてい
る（『読売新聞』2022.11.28. 東京朝刊）。私たちはこうした事例を冒頭に触れ
た福井テレビの番組での例外的な面会の実現と同様、「美談」としてはならな
い。むしろここで示されているのその時々の偶然によって会えたり会えなかっ
たりする、という極めて「不公平」な世界である。これに対して、少なくとも
どのような場合に例外が認められるのかが初めから公表されていれば、患者・
家族は自ら面会を要求することが可能になるし、病院側は認められない場合に
は説明責任を負う。結局のところ運用で何とかする、というのは病院側にとっ
て都合の良いルールになっているのだ。

翻って諸外国における面会方針を見てみると、日本とは異なり、例外を明示
することが重視されていることが分かる。例えば、米国の実態調査からは、
どれほど感染状況が厳しくとも例外の設定はデフォルトになっていることが明
らかになっている。Sudai によれば、米国では州や自治体レベルでのガイダン
スのほぼ全てで面会方針に終末期などの例外を含めることが推奨されており、
COVID-19 陽性患者の面会についても禁止せず、ケースバイケースでの対応を
勧告しているという（Sudai 2021）。特に注目すべきなのは、初期の感染拡大
時であっても、各病院の面会方針では小児科と産科及び終末期ケアにおいて明
確な例外が設定され公表されている、という指摘である。

また、パンデミック初期の米国における主要 70 病院の面会方針調査 16 から
も同様の結果が指摘されている（Jaswaney et al 2022）。それによると、面会方
針を公表している 65 病院のうち「面会禁止（no-visitor）」方針は 49 病院あっ
たが、65病院のうち63病院が例外を明示していた。なかでも「小児科」「出産・
分娩」「終末期」は 50 以上の病院が明示しており、その他にも 35 病院が「障

16  2020 年 3 月から 5 月における米国の主要な大規模病院 70 のウェブサイト上で公
表されている面会方針を調査したものである。
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害のある患者」の付添いを明示していたという。
もっとも、繰り返しになるがこうした例外方針は常識的なものではある。

いかに形式的な平等に馴染んだ日本人であっても、「子どもが重大な病気で入
院しているときに親が付き添うことは大事だ」とか「終末期患者がそれなりの
時期に知り合いに別れを告げることは大事だ」ということは理解可能である。
そして、いずれも 15 分で済む話ではない。だとすれば、少なくともこうした
「例外」をはっきり明記した面会方針が作られるべきである。それはまた、患
者の権利を明確にすることに加えて、医療・ケアにおける「人と会うこと」の
価値を社会として認めることにもつながっていくのではないか。

5.  課題と展望
以上ここまで、国内外の議論動向を踏まえつつ、面会制限の倫理についての

論点を整理してきた。本稿では面会制限の倫理問題を「権利制限の問題として
みる視点」と「医療・ケアの一部としてみる視点」の 2 つから捉えたが、いず
れも国内の現状は問題が多い。前者については、全体として制限の程度が大き
すぎ、「全面禁止」はもちろんのこと「1 日 15 分間、家族のみ」などの基準に
は疑問がある。また、後者についてはそもそも面会がなければ医療・ケアが成
立しない領域があることを明確にすべきであり、それに応じた例外の明示が必
要である、という指摘をした。その背景にあるのは、小児や終末期ケアにおけ
る「面会」の特別な意味である。

これらを踏まえて今後なすべき課題は少なくない。まず一点目は全国的な実
態把握である。今のところ福井テレビが実施した簡易的な調査以外に全国的な
面会方針の動向を知るすべは存在していない。特に問題なのは諸外国のように
面会方針について例外を定めたり、情報公開をしたりしている病院がほとんど
ないため、公開情報からは方針が不明だという点である。この点については例
えば国のサポートを得た研究班などが、病院の協力を仰ぎつつ過去の経緯含め
て実態調査を行うべきである。

もう一点は、面会方針に関する全国的な指針作りである。これまでにも厚生
労働省からは事務連絡として面会事例の紹介が出ているが、これはあくまでも
事例紹介であり、病院における面会方針の策定や運用に関する指針は存在して
いない。その結果、感染状況に応じて方針を見直す、見直したら患者・家族に
わかりやすく説明する、例外を明示的に掲示する、等々の基本的な考慮事項が
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十分には検討されていない。例外を明示せずに運用でカバーする、という現状
は管理者や主治医の恣意に多くを委ねており、患者や家族からは声を上げにく
い構造を作り出している。また、本稿で提案したように面会方針の策定・改訂
に患者・家族等のユーザーの視点を反映させることも重要である。少なくとも
こうした指針を策定することは、全面禁止方針により思考停止状態に陥ってい
る病院や施設に対して再検討を促す力を持つはずである。

最後に中長期的な課題としては面会を権利として位置づけるための立法措置
が検討されるべきである。日本弁護士連合会の意見書は憲法や国際人権規約
に基づき面会を権利として明示しており、それ自体は重要な指摘である。しか
し、実際に病院や施設がこの見解を受け入れるためには、医療や福祉に直接関
係する法規のなかにこれが明記される必要がある。実際、米国において面会が
権利として明文化されている背景には、例えば性的マイノリティによる病院で
の面会の権利を主張する過去の闘いなど、これまでの患者の権利運動が関係し
ている。これに対して、残念ながら現在の日本では、面会を権利として主張す
るための法的基盤は十分とはいえない。それは例えば医療基本法の一部をなす
のかもしれないが、今後のためにもどこかで明文化される必要があるのではな
いか 17。

いずれにせよ、これまで国内では面会制限の問題が患者の権利やケアの質に
関わる問題として社会の中で十分に議論されてこなかった。その結果、はるか
に多くの死者を出した米国と比べても前提が全く違う状況になっている。米国
においては例外の設定は大前提、それをどう改善・拡大すべきかが争点となっ
ており、COVID-19 陽性患者との面会機会の確保もそこに当然入っている。こ
れに対して本稿で扱ってきたのは COVID-19 陽性患者ではなく、他の病気や障
害のために一時的に病院や施設での生活を余儀なくされている人びとの話であ
る。なぜ彼らは大切な人と会うことを禁じられ、それが特別に許されても「15
分、1 名まで」までになっているのか。これは「まるで警察に拘留されている
ような状況」ではないのか（新城 2022: 373）。そもそも日本においては、なぜ
この重要な問題がほとんど議論されないままなのか。本稿ではここまで、面会
制限の問題を検討するために基礎となる情報と論点の整理を行ってきた。今後
の議論の深まりと現実の変化を求めて、いったん本稿を閉じることにしたい。

17  医療基本法については、医療基本法会議編（2017）を参照。
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Ethics of Visitation Restrictions:
Can Visitation Policies in Japanese Hospitals Be 

Justified?

Shimon TASHIRO

Following the outbreak of COVID-19 infection, many hospitals in Japan have 
imposed strict visitation restrictions. However, this issue has received limited 
coverage in some media in Japan and has received little academic scrutiny from a 
bioethical perspective. In this paper, we will critically examine the situation in Japan 
from the perspectives of (1) the restriction of patients' freedom and (2) visitation as 
an integral part of medical care.

First, regarding (1), the discussion on the justification of quarantine in public 
health ethics is instructive. Quarantine is not the isolation of an infected person, 
but rather the restriction of movement of a person suspected of being infected. 
Applying this concept, an inpatient who is unable to move freely may be in a de 
facto quarantine situation by being prohibited or restricted from visiting or staying 
overnight. Therefore, when evaluating the current situation considering the 
requirements for the ethical justification of quarantine, we find that the current 
policy of Japanese hospitals cannot be justified. We would like to emphasize the 
importance of the proposal to 'democratize' hospital visitation policies in relation to 
the requirement of procedural justice.

Next, in relation to (2), we will discuss visitation as an integral aspect of medical 
care, drawing on discussions in areas where visitation has been valued before the 
spread of COVID-19 infection. Specifically, we will look at pediatric intensive care 
and end of life care. Based on the characteristics of each of these areas, there are 
clear exceptions to the policy of restricting visitation in U.S. hospitals, whereas in 
Japan many hospitals have adopted strict no-visitation policies without exception.

Considering the above, this paper critiques the extent of visitation restrictions in 
Japanese hospitals and emphasizes the importance of ‘compassionate exceptions’ 
and the need to improve and expand such exceptions in areas where medical care 
cannot be provided without visitation.




